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一般会計・特別会計の収入・支出状況

　町は、地方自治法と町条例に基づき、令和２年度財政事情を公表しました。
　一般会計予算額（12 月末現在、前年度からの繰越分を含む）は、歳入歳出とも
119 億 5,872 万円です。前年同期の 98 億 4,734 万円と比較して、21 億 1,138 万
円増加しています。一般会計、特別会計の12月末現在の執行状況は下表のとおりです。

▶一般会計
■歳 入 ■歳 出

項目 予算現額 収入済額 執行率 項目 予算現額 収入済額 執行率

町　　　税 29 億 9,572 万円 29 億　408 万円 96.9％ 総　務　費 35 億　489 万円 26 億 4,789 万円 75.6％

国庫支出金 28 億 9,303 万円 22 億 5,691万円 78.0％ 民　生　費 21億 7,586 万円 13 億 5,779 万円 62.4％

地方交付税　　20 億 1,809 万円 18 億 5,394 万円 91.9％ 土　木　費 14 億 2,891万円 7 億 3,822 万円 51.7％

繰　入　金 13 億 2,214 万円 12 億 6,459 万円 95.7％ 教　育　費 13 億 7,800 万円 7 億 2,981万円 53.0％

町　　　債 9 億 1,248 万円 1億 4,150 万円 15.5％ 衛　生　費 10 億 7,324 万円 5 億　448 万円 47.0％

県 支 出 金 7 億 9,971万円 1億 4,663 万円 18.3％ 公　債　費 8 億 6,860 万円 4 億 3,890 万円 50.5％

地方消費税交付金 3 億 6,130 万円 3 億　892 万円 85.5％ 農林水産業費 7 億 7,830 万円 5 億 6,564 万円 72.7％

繰　越　金 1億 8,938 万円 1億 8,938 万円 100％ 消　防　費 4 億 1,528 万円 2 億 6,045 万円 62.7％

地方譲与税 1億 5,511万円 9,903 万円 63.8％ 商　工　費 1億 6,728 万円 8,682 万円 51.9％

諸　収　入 1億 1,578 万円 5,552 万円 48.0％ 議　会　費 1億　650 万円 7,950 万円 74.7％

法人事業税交付金 5,467 万円 4,039 万円 73.9％ そ　の　他 6,186 万円 3,260 万円 52.7％

そ　の　他 1億 4,131万円 1億 1,510 万円 81.5％

合　計
（ ）内は前年同期

119 億 5,872 万円
（98 億 4,734 万円）

93 億 7,599 万円
（70 億　657 万円）

78.4％ 
（71.2％）

合　計
（ ）内は前年同期

119 億 5,872 万円
（98 億 4,734 万円）

74 億 4,210 万円
（50 億 5,187 万円）

62.2％
（51.3%）

▶特別会計
会計名 国民健康保険 訪問看護ステーション

事業
介護保険

（介護保険事業）
介護保険

（介護サービス事業）

予算現額 14 億 8,040 万円 2,861 万円 15 億 4,762 万円 461 万円

収入済額
（　）内は執行率

9 億 1,976 万円 
（62.1％）

1,670 万円
（58.4%）

10 億 5,805 万円
（68.4%）

203 万円
（44.0%）

支出済額
（　）内は執行率

9 億　  66 万円
（60.8%）

2,198 万円
（76.8%）

9 億 8,966 万円
（64.0%）

261 万円
（56.7%）

会計名 国民健康保険診療施設
（医科）

国民健康保険診療施設
（歯科） 後期高齢者医療 特別会計合計

予算現額 3 億 7,817 万円 5,993 万円 1 億 4,372 万円 36 億 4,306 万円

収入済額
（　）内は執行率

1 億 9,122 万円
（50.6%）

3,144 万円
（52.5%）

1 億 1,005 万円
（76.6%）

23 億 2,924 万円
（63.9%）

支出済額
（　）内は執行率

2 億 5,285 万円
（66.9%）

4,320 万円
（72.1%）

9,555 万円
（66.5%）

23 億　651 万円
（63.3%）

※歳入歳出とも 12 月末現在。前年度からの繰越分を含む。
※ 1 万円未満四捨五入のため、合計が合わない場合があります。

※ 12 月末現在。前年度からの繰越分を含む。
※ 1 万円未満四捨五入のため、合計が合わない場合があります。

引っ越しの際は住所の異動手続きを忘れずに！
問　住民課（内線 2122） 問　企画財政課（内線 2321）

　住民票の住所の異動届 ( 転出届・転入届・転居届など ) は、国民健康保険および国民年金の資格の
確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです｡ 入学・就職・転勤などによる引っ越
しで、住所を異動する人は、必ず住所票の住所の異動届（転出届・転入届・転居届）を行ってください。
　届出には、届出に来た人の本人確認ができる書類（マイナンバーカード、運転免許証、保険証など）
が必要です。代理人が届出する場合は、委任状が必要です。

　転入届、転居届の際は、マイナンバーカードに
変更後の住所記載や継続的に利用するための手続
きを行いますので、必ずマイナンバーカードを持
参してください。
　なお、手続きの際には暗証番号を入力していた
だきます。

マイナンバーカードをお持ちの場合

■町外へ転出・町外から転入する場合 ■町内で転居する場合

引っ越し前の市区町村

引っ越し先の市区町村
⬇⬇

【転出前に】転出届を提出して
転出証明書を受け取る

【転入した日から 14 日以内に】
転出証明書を添えて転入届を提
出する

役場住民課
【転居した日から 14 日以内に】
転居届を提出する

「正確な住所の届け出」は法律上の義務です！

身分証明書となるマイナンバーカードの
住所などは最新の状態にしてください。

マイナンバーカード時間外および休日窓口のお知らせ
マイナンバーカードを時間外・休日に受け取れます
　町は、マイナンバーカードの取得推進のため、時間外および休日に窓口を開設しています。
　令和 3 年度（令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月）は次の日程で開設しますので、平日の受け取りが困
難な人はご利用ください。
　なお、マイナンバーカードの受け取りは事前予約が必要です。交付通知書（はがき）をお手元にご
準備のうえ、住民課へ電話予約してください。
■開設日　①時間外窓口：毎月第 2 木曜日　午後 5 時 30 分～ 7 時
　　　　　②休日窓口：毎月第 4 日曜日　午前 9 時～正午
■受け取り方法　
▶事前に電話予約のうえ、必ず本人が来庁してください。
▶ 15 歳未満の場合は、本人と法定代理人（父母）の来庁が必要です。
▶運転免許証などの本人確認書類を持参してください。
■その他　証明書の交付（住民票の写しなどの交付）や住民異動の受け付けはできません。
問・予約先　住民課（内線 2174）　受付時間：平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分


